
令和４年高島市教育委員会 
第 ３ 回 定 例 会 議 事 日 程 

 

日 時  令和４年３月２４日（木） 

午前１０時００分 

                場 所  高島市役所 新館２階 教育委員会室 

 

１．教育長あいさつ 

 

 

２．令和４年第２回定例会会議録の承認 

 

 

３．令和４年第１回臨時会会議録の承認 

 

 

４．会議録署名委員の指名 

 

 

５．議事 

  日程第１ 議第９号  高島市スポーツ推進委員の委嘱について 

 

日程第２ 議第１０号 高島市立学校産業医の委嘱について 

                                 

日程第３ 議第１１号 高島市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師 

の委嘱について     

 

日程第４ 議第１２号 高島市立学校学校運営協議会設置規則の一部を改正す 

る規則案 

 

日程第５ 議第１３号 高島市地域学校協働活動推進員設置要綱の一部を改正 

する告示案 

 

  日程第６ 議第１４号 令和４年度教育の重点（案）について 

 

 

６．報告 

  報告第２号 令和４年３月高島市議会定例会一般質問の概要について 

 

７．今後の日程 
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議第９号 

 高島市スポーツ推進委員の委嘱について 

上記の議案を提出する。 

  令和４年３月２４日 

                    高島市教育委員会 

                     教育長 上 原 重 治 

                                                                     
 

高島市スポーツ推進委員の委嘱について 
 
 スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第３２条第１項の規定に基づ

き、高島市スポーツ推進委員に次の者を委嘱することにつき、議決を求める

。 
 

記 
 

別紙のとおり 
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別紙 
高島市スポーツ推進委員 

 氏 名 経験種目、所属等 新任・再任 

1 饗庭 一弥 
ソフトテニス 

新旭地域スポーツ振興会理事 
再任 

2 青木 登 
柔道 

安曇川柔道スポーツ少年団指導者 
新任 

3 足立 久美子 
バレーボール 

新旭地域スポーツ振興会理事 
再任 

4 池田 武蔵 

サッカー、水泳、剣道 

日本サッカー協会公認キッズリーダー 

日本サッカー協会公認審判員（３級） 

新任 

5 伊﨑 一朗 
卓球 

今津地域スポーツ振興会理事 
再任 

6 石田 雅子 
今津地域スポーツ振興会理事 

元健康推進員 
再任 

7 井上 幸子 バレーボール 再任 

8 井花 春美 

体操 

高島市スポーツ協会副会長 

健康運動指導士 

再任 

9 井保 竜也 

スキー 

新旭地域スポーツ振興会理事 

高島市スポーツ少年団副本部長 

再任 

10 上原 忍 
スキー、バレーボール 

朽木地域スポーツ振興会理事 
再任 

11 梅村 晶子 バレーボール 再任 

12 小川 英昭 陸上競技、ゴルフ、バスケットボール 新任 

13 奥村 竜二 
ソフトボール 

今津地域スポーツ振興会理事 
再任 

14 梶谷 明美 バドミントン 再任 

15 河合 広雄 
サッカー、ゴルフ 

朽木地域スポーツ振興会理事 
再任 

16 川口 めぐみ 
陸上競技、バレーボール 

新旭地域スポーツ振興会理事 
再任 

17 川越 秀樹 バレーボール 再任 
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 氏 名 経験種目、所属等 新任・再任 

18 川島 浩之 
柔道 

新旭地域スポーツ振興会理事 
再任 

19 河原田 豊則 野球、バレーボール 新任 

20 岸本 泰子 

バレーボール 

朽木地域スポーツ振興会理事 

朽木スポーツ少年団指導者 

再任 

21 木津 紘子 
バレーボール 

高島地域スポーツ振興会理事 
再任 

22 木下 ます美 
剣道、バレーボール 

今津地域スポーツ振興会理事 
再任 

23 澤 悦弘 
テニス 

高島地域スポーツ振興会理事 
再任 

24 清水 英和 野球 再任 

25 清水 佳治 
野球、ソフトテニス 

新旭地域スポーツ振興会理事 
再任 

26 添田 将智 バレーボール 再任 

27 武田 基裕 

スキー 

全日本スキー連盟指導員 

朽木地域スポーツ振興会理事 

再任 

28 田中 孝夫 
ソフトボール、ノルディックウォーキング 

高島地域スポーツ振興会理事 
再任 

29 田邊 栄美子 

バレーボール 

安曇川地域スポーツ振興会理事 

安曇川バレーボールスポーツ少年団指導者 

再任 

30 堤 千賀子 
バレーボール 

高島地域スポーツ振興会理事 
再任 

31 寺井 治幸 
サッカー 

マキノサッカースポーツ少年団指導者 
再任 

32 中村 真由美 バレーボール 再任 

33 前川 紀子 ピラティス 新任 

34 山本 渉 
剣道 

今津地域スポーツ振興会理事 
再任 

35 吉村 光弘 
マラソン、野球、ラグビー 

高島地域スポーツ振興会理事 
再任 

任期：令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで 
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議第１０号 

高島市立学校産業医の委嘱について 

 上記の議案を提出する。 

令和４年３月２４日 

                    高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 

高島市立学校産業医の委嘱について 

 

高島市立学校に職員の健康管理等を行わせる医師として、労働安全衛生法

（昭和４７年法律第５７号）第１３条第２項に規定する産業医を置くものと

し、次の者を委嘱することにつき、議決を求める。 

 

記 

 

氏 名 所属等 備 考 

本多 朋仁 本多医院 
マキノ東小学校ほか１２小学校 

マキノ中学校ほか５中学校 

任期：令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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議第１１号 

高島市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の委嘱について 

 上記の議案を提出する。 

令和４年３月２４日 

                    高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

                                   

 

高島市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の委嘱について 

 

学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２３条第３項の規定に基づ

き、高島市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師に次の者を委嘱す

ることにつき、議決を求める。 

 

記 

 

別紙のとおり 
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学校医（内科） 所属等 担当校

1 河原　敦 マキノ病院
マキノ東小学校、マキノ西小学校、マキノ南小
学校およびマキノ中学校

2 前田　昌彦 あいりんクリニック 今津北小学校

3 岡田　清春 おかだ小児科医院 今津東小学校

4 藤井　恒夫 藤井医院 今津中学校

5 前川　源司 前川クリニック 今津東小学校および今津中学校

6 岸本　景子 けいこピュアクリニック 今津東小学校および今津中学校

7 宮本　昌子 みやもと整形外科クリニック 朽木東小学校、朽木西小学校および朽木中学校

8 東　正久 東医院 青柳小学校

9 小泉　聡 小泉クリニック 安曇小学校および安曇川中学校

10 多胡　博雄 多胡クリニック 安曇小学校、本庄小学校および安曇川中学校

11 氷室　実 氷室内科医院 安曇川中学校

12 小篠　一彦 おざさ医院 高島小学校および高島中学校

13 片岡　謙 片岡クリニック 新旭南小学校および湖西中学校

14 納冨　隆 湖西クリニック 新旭南小学校および湖西中学校

15 澤村　五茂 澤村クリニック 新旭北小学校

16 本多　朋仁 本多医院 新旭北小学校

学校医（耳鼻科） 所属等 担当校

1 山内　一浩 山内耳鼻いんこう科

マキノ東小学校、マキノ西小学校、マキノ南小
学校、マキノ中学校、今津東小学校、今津北小
学校、今津中学校、朽木東小学校、朽木西小学
校、朽木中学校、安曇小学校、青柳小学校、本
庄小学校、安曇川中学校、高島小学校、高島中
学校、新旭南小学校、新旭北小学校および湖西
中学校

学校医（眼科） 所属等 担当校

1 中西　紀典 中西眼科医院

マキノ東小学校、マキノ西小学校、マキノ南小
学校、マキノ中学校、今津東小学校、今津北小
学校、今津中学校、朽木東小学校、朽木西小学
校および朽木中学校

2 晴山　正志 はれやま眼科
安曇小学校、青柳小学校、本庄小学校および安
曇川中学校

3 安原　徹 やすはら眼科クリニック
高島小学校、高島中学校、新旭南小学校、新旭
北小学校および湖西中学校

　学校医、学校歯科医および学校薬剤師

 別紙
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学校歯科医 所属等 担当校

1 撰　能理子 林歯科医院
マキノ西小学校、マキノ南小学校、およびマキ
ノ中学校

2 藤本　篤 藤本歯科医院 マキノ東小学校

3 堀井　長幸 堀井歯科医院 今津北小学校および今津中学校

4 前川　幹男 前川歯科医院 今津東小学校および今津中学校

5 原田　直一 原田歯科医院 今津東小学校および今津中学校

6 大山　恒徳 おおやま歯科クリニック 安曇小学校および安曇川中学校

7 中野　公 なかの歯科 安曇川中学校

8 安原　善蔵 安原歯科医院 本庄小学校

9 山本　修 山本歯科医院 朽木西小学校、安曇小学校および安曇川中学校

10 横木　薫 横木歯科医院 青柳小学校

11 足立　剛　　 あだち歯科クリニック 朽木東小学校および朽木中学校

12 角谷　慶範 かくたに歯科クリニック 高島小学校

13 安原　善樹 安原歯科医院 高島中学校

14 野上　昌義 野上歯科医院 新旭北小学校

15 藤本　洋子 藤本歯科医院 湖西中学校

16 松田　直哉 まつだ内科、歯科クリニック 新旭南小学校

学校薬剤師 所属等 担当校

1 瀧　江都子 共創未来高島薬局 マキノ東小学校およびマキノ西小学校

2 吉村　光弘 調剤薬局マリーン マキノ南小学校およびマキノ中学校

3 林　真吾 りんご薬局 今津東小学校

4 岡尾　弘美 たんぽぽ薬局　高島店 今津北小学校

5 沖津　敏子 フタバ薬局　新旭店 今津中学校

6 上村　るり子 ケーエーシー薬局 朽木東小学校および朽木中学校

7 宮川　仁紀 たかひげ調剤薬局 朽木西小学校

8 保井　洋平 - 安曇小学校および安曇川中学校

9 戸井　惠子 ルックドイ薬局　安曇川店 青柳小学校

10 岡田　慎也 ユタカ薬局安曇川 本庄小学校

11 手柴　順子 - 高島小学校および高島中学校

12 藤原　栄子 ひかり薬局 新旭南小学校

13 山川　邦之 とうじゅ薬局 新旭北小学校

14 垣本　修吾 みつばち調剤薬局 湖西中学校

任期：令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで
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議第１２号 

 高島市立学校学校運営協議会設置規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和４年３月２４日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市立学校学校運営協議会設置規則の一部を改正する規則 
 

高島市立学校学校運営協議会設置規則（平成３０年高島市教育委員会規則

第１号）の一部を次のように改正する。 
第１条中「第４７条の６第１項」を「第４７条の５第１項」に改める。 
第２条第１項各号を次のように改める。 
⑴ 対象学校の所在する地域の住民 
⑵ 対象学校の児童生徒の保護者 
⑶ 対象学校を担当する地域学校協働活動推進員 
⑷ 学識経験者  
⑸ その他教育委員会が必要と認める者 
第２条第３項を次のように改める。 

３ 委員は、非常勤とする。 
第３条を次のように改める。 
（任期） 

第３条 委員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。

ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 
２ 委員は、再任されることを妨げない。 
 第１５条第１項を次のように改める。 

教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に

反してこれを解任することができる。 
⑴ 第４条の規定に反したとき。 
⑵ その他解任に相当する事由が認められるとき。 
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付 則 
この規則は、公布の日から施行する。 
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高島市立学校学校運営協議会設置規則新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（設置） （設置） 

第１条 高島市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）は、教育委員会および校長

がその権限と責任の下、保護者および地域

住民とが一体となって学校運営の改善や児

童生徒の健全育成に取り組むため、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第４７条の６第１

項の規定に基づき、高島市立学校に学校運

営協議会（以下「協議会」という。）を設

置する。 

第１条 高島市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）は、教育委員会および校長

がその権限と責任の下、保護者および地域

住民とが一体となって学校運営の改善や児

童生徒の健全育成に取り組むため、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第４７条の５第１

項の規定に基づき、高島市立学校に学校運

営協議会（以下「協議会」という。）を設

置する。 

（委員） （委員） 

第２条 協議会の委員（以下「委員」とい

う。）は１０人以内とし、次に掲げる者の

うちから、校長（協議会を設置する当該学

校の校長をいう。以下同じ。）の推薦によ

り教育委員会が任命する。 

第２条 協議会の委員（以下「委員」とい

う。）は１０人以内とし、次に掲げる者の

うちから、校長（協議会を設置する当該学

校の校長をいう。以下同じ。）の推薦によ

り教育委員会が任命する。 

⑴ 地域の住民 

⑵ 保護者 

⑶ 地域学校協働活動推進員 

⑷ その他教育委員会が必要と認める者 

⑴ 対象学校の所在する地域の住民 

⑵ 対象学校の児童生徒の保護者 

⑶ 対象学校を担当する地域学校協働活動

推進員 

⑷ 学識経験者 

⑸ その他教育委員会が必要と認める者 

２ （略） ２ （略） 

３ 委員は、地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第３条第３項に規定する特別

職の地方公務員とする。 

３ 委員は、非常勤とする。 

（任期） （任期） 

第３条 委員の任期は、任命の日から１年と

し、再任を妨げない。 

第３条 委員の任期は、任命の日からその日

の属する年度の末日までとする。ただし、

委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第２項の規定による補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることを妨げない。 
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（委員の解任） （委員の解任） 

第１５条 教育委員会は、次の各号のいずれ

かに該当するときは、委員を解任すること

ができる。 

⑴ 本人から辞任の申出があったとき。 

⑵ 第４条の規定に反したとき。 

⑶ その他解任に相当する事由が認められ

るとき。 

第１５条 教育委員会は、委員が次の各号の

いずれかに該当するときは、その意に反し

てこれを解任することができる。 

⑴ 第４条の規定に反したとき。 

⑵ その他解任に相当する事由が認められ

るとき。 

２ （略） ２ （略） 

 

11



議第１３号 

 高島市地域学校協働活動推進員設置要綱の一部を改正する告示案 

上記の議案を提出する。 

  令和４年３月２４日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市地域学校協働活動推進員設置要綱の一部を改正する告示 
 

高島市地域学校協働活動推進員設置要綱（平成２９年高島市教育委員会告

示第２２号）の一部を次のように改正する。 
第４条中「および公民館長」を削る。 
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高島市地域学校協働活動推進員設置要綱新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（委嘱） （委嘱） 

第４条 推進員は、各学校区の学校長および

公民館長の推薦により、教育委員会が委嘱

する。 

第４条 推進員は、各学校区の学校長の推薦

により、教育委員会が委嘱する。 
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議第１４号 

令和４年度教育の重点（案）について 

上記の議案を提出する。 

  令和４年３月２４日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 

令和４年度教育の重点（案）について 

 

第２期高島市教育大綱（令和３年３月策定）の効果的な推進を図るため、

令和４年度における重点的な取り組みをまとめた「令和４年度教育の重点」

を別紙のとおり作成することにつき、議決を求める。 
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15

別紙
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17



18



19



20



21



22



23
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報告第２号 

令和４年３月高島市議会定例会一般質問の概要について 

 

 令和４年３月高島市議会定例会一般質問において、教育委員会に関する質

問があったので質問内容および答弁結果を報告する。 

  令和４年３月２４日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

 

記 

 

別紙のとおり 
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別紙 

    

 

 

 

令和４年３月高島市議会定例会 

一般質問の概要 

 

 

答弁結果 

教育委員会抜粋版 
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今後の市政運営について 教育長

市政運営について 教育長

所　　属

令和４年３月 高島市議会定例会
一般質問通告事項（会派代表）および答弁者一覧表

氏　　名
質　　　　問　　　　事　　　　項

市民クラブ
高島の虹

是永　宙 議員

至誠会

廣部　真造 議員

答弁者

高島リビング・シフト構想について 教育指導部長

今城　克啓 議員
高島リビング・シフト構想の推進につ
いて

教育指導部長

藤田　昭 議員
一般質問から見えてきた高島市におけ
る諸課題の対応について

教育総務部長

氏　　名

議員磯部　亜希

答弁者質　　　　問　　　　事　　　　項

令和４年３月 高島市議会定例会
一般質問通告事項（個人）および答弁者一覧表
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是永議員 

（質問番号１）今後の市政運営について 

５．近江今津駅周辺地域まちづくり構想について 

③近江今津駅周辺の文化財的な価値の調査を行うことについて 

教育長答弁 

（答）是永議員の質問番号１の５点目の３つ目のご質問にお答えいたし

ます。 

「近江今津駅周辺の文化財的な価値の調査について」でございます

が、近江今津駅周辺には、水陸交通の結節点として栄えた江戸時代の

様相を伝える町並みや、明治時代以降の近代化の象徴とされるヴォー

リズの設計による建造物等がございます。 

議員ご質問の調査につきましては、昨年３月の一般質問にもお答え

いたしておりますように、すでに県や旧今津町、合併後の市において

実施しておりまして、その結果を踏まえ「高島市文化財保存活用地域

計画」を令和３年３月に策定し、公表させていただいたところであり

ます。 

以上、私からの答弁といたします。 

 

【担当：教育総務部 文化財課】 
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廣部議員 

（質問番号１）市政運営について 

１．新型コロナウイルス感染症に関することについて 

②コロナ禍において失われた可能性のある様々な教育機会をどの

ように捉え、今後の学校運営に反映するのか 

教育長答弁 

（答）廣部議員の質問番号１の１点目の「コロナ禍において失われた可

能性のある様々な教育機会をどのように捉え、今後の学校運営に反映

するのかについて」のご質問にお答えいたします。 

一昨年の３月には全国の小中学校が一斉に臨時休業となり、卒業式

や入学式も従来の開催内容の見直しを余儀なくされ、これまでの２年

間、子どもたちにとりましては、かつて経験したことのない学校生活

を送ることになったところであります。 

現状におきましても、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せな

い中で、本来、友達との触れ合いを通して、豊かな人間性を育んでい

くはずの教育活動が制限され、子どもたちが思う存分活動することが

できない中ではありますが、例えば、日帰りとなった修学旅行では、

コロナ禍であることを受け止めた上で、どの方面で、どのような活動

が可能か、運動会や文化祭の内容をどうするのかなど、現状の課題を

いかに解決できるかを、子どもたち自身が考え、判断し、実行してい

く活動を、各学校において実施しており、言い換えますと、公教育の

役割の一つであります「生きる力」を育むことにも十分、意を用いな

がらの教育活動にもつながったのではないかとも考えております。 

こうした２年間にわたる学校生活の制約や経験は、かえって、子ど

もたちが本質的に大切なことは何かを自ら考え、今必要なこと、為す

べきことを判断し、行動する主体的な学びへと高める転機になってい

ると捉えております。 

今後は、コロナ禍の経験を踏まえ、各学校においては、ポストコロ
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ナを前提にして、改めて子どもたちの主体的な学びを中核に据えた、

新しい形での学校行事を模索していくよう、教育委員会としまして

も、支援してまいりたいと考えております。 

以上、私からの答弁といたします。 

 

（再質問） 

今後、教科の学習において、子どもたちの自主性を育てるための具体

的な方針や取り組みを考えているのか。 

教育長答弁 

（答）お答えいたします。 

  これまでから、予測困難な時代を生きる現在の子どもたちに必要な

力は、「自ら考え、判断し、行動する力」であると考えております。 

  議員ご質問の教科の学習におきましても、これからは１人１台配備

されましたタブレット端末を活用して、一人ひとりに個別最適な学び

はもとより、子どもたち同士が協働し、あるいは学校外の多様な方々と

の協働を図りながらも、主体的な学びを進めるために、探究的な学習を

積極的に推進していきながら、「自ら考え、判断し、行動する力」を育

ててまいりたいと考えております。 

 

【担当：教育指導部 学校教育課】 
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磯部議員 

（質問番号２）高島リビング・シフト構想について 

５．たかしま版「子育てリビング・シフト」について 

②他地域から市内の学校に通われる場合の子どもたちへのサポー

トについて 

教育指導部長答弁 

（答）磯部議員の質問番号２の５点目のうち、「他地域から市内の学校

に通われる場合の子どもたちへのサポートについて」のご質問にお答え

いたします。 

これまでから、転居等の事情により、市内の学校に転入される場合に

は、転入前に在籍されていた学校と連絡を取り合い、授業の進度を確認

し、個別の学習支援に努めているところでございます。 

また、子どもたちにとりましては、学校での生活環境が大きく変わり

ますことから、事前に保護者同伴で、学校施設の見学をしていただき、

教員との面談の中で、学校生活の流れや準備物、通学方法等についても

お伝えしているところでございます。 

たかしま版「スクールシフト」制度を活用され、他地域から市内の学

校に転入される場合につきましても、子どもたちや保護者の思いを受け

止め、新しい環境で、安心して学校生活が送れるよう、適切な支援に努

めてまいりたいと考えております。 

以上、私からの答弁といたします。 

 

【担当：教育指導部 学校教育課】 
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今城議員 

（質問番号２）高島リビング・シフト構想の推進について 

３．たかしま版「スクールシフト」制度の導入にあたり、高島ならで

はの自然を生かした体験活動を取り入れることについて 

教育指導部長答弁 

 （答） 今城議員の質問番号２の３点目のご質問にお答えいたします。  

「たかしま版『スクールシフト』制度の導入にあたり、高島ならで

はの自然を生かした体験活動を取り入れることについて」でござい

ますが、市内の各学校におきましては、登山やスキー教室、鮎の放流、

琵琶湖でのカヤック体験など、高島ならではの豊かな自然を生かし

た体験活動を実施しているところでございます。 

たかしま版「スクールシフト」制度によりまして、市内に転入され

る子どもたちにとりましては、豊かな自然を体感する貴重な機会と

なるのではないかと考えております。 

以上、私からの答弁といたします。 

 

【担当：教育指導部 学校教育課】 
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藤田議員 

（質問番号１）一般質問から見えてきた高島市における諸課題の対応に

ついて 

１．一般質問から見えてきた高島市における諸課題の対応について 

③ 社会教育課長が兼務している公民館長の考え方について伺う。 

教育総務部長答弁 

（答）藤田議員の質問番号１の３点目のご質問にお答えいたします。 

「社会教育課長が兼務している公民館長の考え方について」であり

ますが、公民館長につきましては、社会教育課との連携による公民館活

動の充実を図る観点から、社会教育課長が兼務をしております。 

社会教育課には、各公民館を担当する職員を置きまして情報の共有

を図るとともに、合同研修などを実施することで連携の強化を図って

おりますほか、館長の諮問機関であります公民館運営審議会からご意

見等をいただきながら、より良い公民館運営に努めているところであ

ります。 

以上、私からの答弁といたします。 

 

（再質問） 

 

 

 

教育総務部長答弁 

（答）お答えいたします。 

 今のご質問の趣旨は、公民館長を社会教育課長が兼務している現状

についてという趣旨かと思いますが、全国的に見ますと、直近に行わ

れています平成３０年度の公益社団法人全国公民館連合会による全国

公民館実態調査では、公民館長が兼務となっている割合は２３．３％

となっております。 

 館長を公民館に配置することについて、公民館の設置条例との整合

性はどうか。 
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このことにつきましては、それぞれの自治体の事情により、館長の

配置に違いがあるものと認識しております。 

市におきましても、そういう状況を踏まえて、社会教育課長が社会

教育課と一体的に公民館業務を進める観点から、兼務をしているとこ

ろでございます。 

以上でございます。 

 

（再質問） 

 

 

 

教育総務部長答弁 

（答）お答えいたします。 

公民館運営審議会におきましては、館長の諮問によりまして公民館運

営の内容について審議いただくところでございます。 

すでに館長がおりますので、館長がどうという話をしていただいたこ

とはございません。 

 以上でございます。 

 

【担当：教育総務部 社会教育課】 

 

 公民館運営審議会において、館長が公民館に不在であることについ

て議論されたことはあるか。 
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